
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4/30 5/31 7/1 7/31 9/2 9/30 10/31 12/2 1/6 1/31 2/28 3/31
(火) (金) (月) (水) (月) (月) (木) (月) (月) (金) (金) (月)

● ● ● ●
(1期) (2期) (3期) (4期)

●
(全期)

● ● ● ●
(1期) (2期) (3期) (4期)

● ● ● ● ● ● ● ●
(1期) (2期) (3期) (4期) (5期) (6期) (7期) (8期)

● ● ● ● ● ● ● ●
(1期) (2期) (3期) (4期) (5期) (6期) (7期) (8期)

● ● ● ● ● ● ● ●
(1期) (2期) (3期) (4期) (5期) (6期) (7期) (8期)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
15日 15日 14日 12日 15日 13日 15日 15日 13日 15日 14日 14日
(月) (水) (金) (金) (木) (金) (火) (金) (金) (水) (金) (金)

30日 31日 28日 31日 30日 30日 31日 29日 26日 31日 28日 31日
(火) (金) (金) (水) (金) (月) (木) (金) (木) (金) (金) (月)

令和６年度納税カレンダー
～市税等は納期内に納めましょう～

　事情により市税等を納期内に納めることができない方は、ご相談ください。
　なお、仕事等で日中に納税相談できない方は、夜間納税相談をご利用ください。
　※相談日は下記のとおりです。

■市税等の納期案内

税　　 目

納 期 月 別 及 び 納 期 限

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税
軽 自 動 車 税
種 別 割

市 ・ 道 民 税

国民健康保険税

介 護 保 険 料

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

納 税 相 談 日

●納付場所は、市役所会計係及び北洋銀行、北海道銀行、北門信用金庫、北海道労働金庫、

　たきかわ農業協同組合、全国の郵便局、コンビニエンスストア等です。

●口座振替について、市税の口座振替日は納期限日ですが、介護保険料及び後期高齢者医療

　保険料の口座振替日は、各納期月の月末が土曜・日曜・祝日の場合、その前日（休日の前

　営業日）となります。

■夜間納税相談日

夜 間

　※詳細は納付書裏面をご確認ください。

　 電話：（直通） ０１２４-２２-２４２８ 

●相談時間は、午後５時15分から午後８時までです。
●夜間納税相談のときは、裏玄関(市庁舎と別館(旧消防庁舎)の通路)からお入りください。

納税・納税相談・口座振替のお問い合わせ
　芦別市役所税務課納税係



　≪ご注意≫

　　・バーコードがない納付書は利用できません。

　　・コンビニでの使用期限の過ぎた納付書は利用できません。

　　・納付書1枚の金額の上限は30万円までです。

　　●お手続き方法
　　 　預貯金通帳と銀行印をご持参のうえ、下記の金融機関又は市役所税務課納税係窓口で
　　 　申し込みできます。

　　●取扱金融機関
　　 　北洋銀行、北海道銀行、北門信用金庫、北海道労働金庫、たきかわ農業協同組合、
　 　　郵便局（ゆうちょ銀行）

便利な税金等の納付方法があります

① 地方税統一ＱＲコードでの納付

② バーコードでの納付

③ 口座振替での納付

　　●利用できる納付書
　　　　地方税統一QRコード（eLマーク)の記載がある納付書

　　●利用できる決済方法
　　　 ・クレジットカード納付（納税者様負担の利用手数料が必要）
　　 　・インターネットバンキング
　 　　・ダイレクト納付
　 　　・ペイジー番号を発行しＡＴＭ等で支払う

　　※詳細は地方税お支払いサイトをご確認ください。　　→

　●コンビニ納付　●スマホアプリ納付

●納付できるコンビニ
　 ・セブンイレブン
　 ・ローソン
　 ・セイコーマート
 　・ファミリーマートなど
※詳しくは納付書裏面をご確認ください。

●納付できるアプリ
　 ・Ｐａｙ Ｐａｙ
　 ・ｄ払い
　 ・ａｕ ＰＡＹ
　 ・ＬＩＮＥ Ｐａｙ
　 ・Ｊ－Ｃｏｉｎ
　
※アプリのカメラでバーコードを読み取り納付
　する方法です。
※詳しくは各アプリの利用方法をご確認くだ
　さい。

●対象税目等
　 ・市・道民税（普徴）　　　　　　　　　　　・軽自動車税（種別割）
　 ・固定資産税・都市計画税　　　　　　　　　・国民健康保険税
　 ・後期高齢者医療保険料（普徴）　　　　　　・給食サービス利用手数料
　 ・保育所入所児童給食費負担金　　　　　　　・児童福祉費負担金
　 ・門口除雪サービス手数料　　　　　　　　　・道路占用料
　


